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厳
し
い
財
政
状
況
に
対
処
す
る
た

め
に
、
本
市
の
行
財
政
を
抜
本
的
に

変
革
す
る
基
本
的
な
方
向
と
し
て
、

次
の
５
つ
の
改
革
体
系
か
ら
な
る

「
石
巻
市
行
財
政
改
革
大
綱
」
を
策

定
し
ま
し
た
。

a
公
か
ら
民
へ
の
施
策
転
換

s
職
員
定
数
の
削
減
と
職
員
の
意
識

改
革

d
財
政
の
健
全
化

f
成
果
志
向
の
行
政
経
営

g
市
民
満
足
度
の
向
上（
顧
客
志
向
）

と
説
明
責
任

公
益
通
報
と
は
？

公
益
を
守
る
た
め
に
、
職
員
が
知

り
得
た
市
政
運
営
に
関
す
る
違
法
行

為
、
ま
た
は
違
法
の
お
そ
れ
の
あ
る

行
為
に
つ
い
て
通
報
す
る
こ
と
で

す
。
不
正
を
早
期
に
発
見
し
、
組
織

内
部
か
ら
正
し
て
い
く
こ
と
を
目
的

と
し
た
制
度
で
す
。

市
民
は
通
報
で
き
な
い
の
？

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
通
報
、
苦

情
、
意
見
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

「
市
長
へ
の
手
紙
」
や
、
各
課
へ
の

問
い
合
わ
せ
に
よ
り
、
適
切
に
対
応

し
て
い
き
ま
す
。
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信
頼
さ
れ
る
市
政
の
た
め
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
条
例
が

施
行
さ
れ
ま
し
た

市
は
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
体
制

を
整
備
す
る
こ
と

に
よ
り
、
公
正
な

職
務
の
遂
行
を
確

保
し
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
市
政
を

確
立
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定

し
、
よ
り
一
層
質
の
高
い
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
市
民
に
提
供
で
き
る
市
政
の

確
立
を
目
指
し
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

総
務
課
（
内
線
３９５
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
は
？

一
般
的
に
は
法
令
遵
守
と
訳
さ
れ

ま
す
が
、
こ
の
条
例
に
お
い
て
は
、

「
職
員
が
、
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と

を
基
本
に
、
高
い
倫
理
観
に
基
づ
き

公
務
を
遂
行
す
る
こ
と
」
と
定
義
し

て
い
ま
す
。

不
当
要
求
行
為
と
は
？

暴
力
行
為
な
ど
に
よ
り
要
求
の
実

現
を
図
る
行
為
や
、
市
が
行
う
許
認

可
に
対
し
正
当
な
理
由
な
く
特
定
の

者
に
有
利
な
取
り
扱
い
を
す
る
よ
う

要
求
す
る
行
為
な
ど
を
い
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
市
政
に
対

す
る
通
常
の
要
望
は
、
不
当
要
求
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

石
巻
市
行
財
政
改
革
大
綱
を

策
定
し
ま
し
た

(2) 定員削減と職員 
 の意識改革 

 ● 職員定員適正化計画の策定 
 ● 能力と成果を重視した人事・ 
　給与制度の確立 
 ● 手当の総点検を含む給与の適 
　正化 
 ● スリムな行政組織への再編 

(3) 財政の健全化  ● 事務事業の再編・整理、廃止 
　・統合 
 ● 滞納整理の強化と行政サービ 
　ス制限 
 ● 使用料・手数料の見直し 
 ● 未利用財産の処分などによる 
　財源確保 
 ● 公営企業の経営安定化 
 ● 第三セクターの見直し 

(4) 成果志向の行政 
 経営 

 ● 行政評価制度の構築 
 ● 中期財政計画の策定と目標設 
　定 
 ● 予算編成過程の見直し（行政 
　評価システム） 
 ● （仮称）行政経営委員会の設置 
　と進行管理 

(5) 市民満足度の向 
 上（顧客志向）と 
 説明責任 

 ● 市民（施策）満足度の把握など 

(1) 公から民への施 
 策転換 

 ● 既存施設の統廃合・民間譲渡 
　・廃止 
 ● 指定管理者制度の活用 
 ● 民間委託などの推進 

施策の目的 施策の概要 

問

行
政
情
報

改
革
体
系
お
よ
び
施
策
の
概
要
に

つ
い
て
は
、
表
の
と
お
り
で
す
が
、

今
後
、
平
成
２１
年
度
ま
で
の
具
体
的

な
取
組
み
を
明
示
し
た
「
集
中
改
革

プ
ラ
ン
」
を
策
定
す
る
予
定
で
す
。

な
お
、
行
財
政
改
革
大
綱
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
詳
細
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

行
政
改
革
課
（
内
線
３５６
）

問
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国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所
得
金

額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

国
保
世
帯
の
世
帯
主
（
本
人
自
身

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も

同
様
）
と
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世

帯
員
全
員
の
合
算
所
得
金
額
が
、
一

定
基
準
額
を
下
回
る
場
合
、
均
等
割

額
（
一
人
ひ
と
り
に
か
か
る
額
）
と

平
等
割
額
（
世
帯
毎
に
か
か
る
額
）

が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
次
の
よ
う
な
方
は
簡
易
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

①
平
成
１７
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た

方
（
１７
年
中
の
収
入
が
雇
用
保
険

な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方
も

含
み
ま
す
）

②
平
成
１７
年
中
に
障
害
・
遺
族
年
金

を
受
給
し
て
い
た
方
（
た
だ
し
、

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
な
ど
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
の
申
告
は
不
要

で
す
）

③
平
成
１７
年
中
に
扶
養
、
仕
送
り
、

退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活
し
て
い

た
方
な
ど

受
付
場
所

本
庁
１
階
国
保
年
金
課

保
険
税
グ
ル
ー
プ
窓
口
９
番

※
す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
で
申
告

を
済
ま
せ
て
い
る
方
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
①
〜
③

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
１
人
で
も
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽

減
や
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度
額

の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
各
総
合
支
所
地
域
に
お
住
ま
い
の

方
は
、
住
民
税
申
告
で
対
応
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
不
要
と
思
わ
れ

ま
す
。

国
保
年
金
課
（
内
線
２４９
・
２７４
・

２７５
）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
の

申
請
は
お
早
め
に

学
生
の
皆
さ
ん
も
２０
歳
に
な
っ
た

ら
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
学
生
の
場
合
は
、
本
人

の
前
年
の
所
得
が
１１８
万
円
以
下
で
あ

れ
ば
保
険
料
を
後
払
い
で
き
る
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
承
認

さ
れ
た
期
間
中
に
事
故
や
病
気
で
障

害
が
残
っ
た
場
合
に
は
、
満
額
の
障

害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い

て
も
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額

を
計
算
す
る
際
に
は
算
入
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
卒
業
し
た
ら
忘
れ
ず
に
納

め
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

申
請
が
遅
れ
た
場
合
、
万
が
一
障

害
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど
に

年
金
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
申
請
は
で
き
る
だ
け
早

め
に
、
学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
在

学
証
明
書
を
お
持
ち
の
上
、
国
保
年

金
課
・
各
総
合
支
所
・
各
支
所
で
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

国
保
年
金
課
（
内
線
２５６
･
２５７
）

・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

石
巻
社
会
保
険
事
務
所

1
２２
‐
５
１
１
５

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
の
サ

ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
た
め
、
市
民
課

窓
口
の
業
務
時
間
延
長
（
毎
週
月
曜

日
　
午
後
７
時
ま
で
）
の
試
行
を
継

続
し
て
い
ま
す
。

通
常
の
時
間
帯
で
市
役
所
に
お
出

で
に
な
れ
な
い
方
、
ぜ
ひ
、
こ
の
サ

ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
　
間

平
成
１９
年
３
月
ま
で
の
毎
週
月
曜

日
（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌

火
曜
日
）

時
　
間

午
後
５
時
１５
分
か
ら
午
後
７
時
ま

で
取
扱
業
務

住
民
票
の
発
行
、
印
鑑
登
録
証
明

書
の
発
行
、
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の

交
付

時
間
延
長
で
対
応
の
で
き
な
い
も
の

¡
印
鑑
登
録
・
暗
証
番
号
登
録
な
ど

¡
転
入
、
転
出
、
転
居
な
ど
の
異
動

手
続
き
、
お
よ
び
戸
籍
に
関
す
る

届
出

※
総
合
支
所
お
よ
び
支
所
で
は
窓
口

の
時
間
延
長
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。市

民
課
（
内
線
２６０
・
２６１
）

印
鑑
登
録
で
は
登
録
す
る

印
鑑
を
確
認
し
て
い
ま
す

印
鑑
登
録
証
明
書
は
車
の
購
入
、

財
産
の
移
動
な
ど
の
際
に
使
用
す
る

大
変
重
要
な
証
明
書
で
す
。
こ
の
た

め
、
印
か
ん
の
ふ
ち
が
欠
け
て
い
た

り
、
す
り
減
っ
た
も
の
や
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
の
印
か
ん
は
印
鑑
登
録
を
お

断
り
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
登
録
し
た
あ
と
で
、
印
影

（
ハ
ン
コ
の
形
）が
変
わ
る
こ
と
が
あ

る
た
め
、
せ
っ
か
く
印
か
ん
を
登
録

し
て
も
証
明
書
と
し
て
使
え
な
い
場

合
が
あ
る
た
め
で
す
。
ま
た
、
い
わ

ゆ
る
三
文
判
な
ど
は
大
量
生
産
さ
れ

る
た
め
、
登
録
し
て
も
印
影
を
他
の

も
の
と
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、同
様
に
お
断
り
し
て
い
ま
す
。

市
民
課
（
内
線
２５８
）

市
民
課
窓
口
を
延
長
し
て
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ
！

問

問

問

問

行
政
情
報

簡
易
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？


